
平成２９年度 第１回足立区防災会議 ≪会議録要旨≫   
≪日時≫ 
平成２９年９月５日（火）１３：００～１３：４５  
≪場所≫ 
足立区役所本庁舎中央館８階災害対策本部室（特別会議室）  
≪出席者≫ 
・ 足立区防災会議委員６２名中、５２名出席 
・ 傍聴０名  
≪会議内容≫ 
１ 開会（司会：防災計画担当課長）  
２ 会長挨拶（足立区長）  
３ 議事（進行：足立区長）  
内容等 
【議事】 
足立区地域防災計画の修正

について（案）     

 「足立区地域防災計画の修正について（案）」に基づき、
危機管理部長より修正の目的、検討方針、その他の主な

修正事項を説明。    
議事について承認。   

４ 報告事項（国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所長）   想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の公表について  
５ 閉会 



足立区地域防災計画の修正について（案） 

 

１ 修正の目的 

 

２ 修正の検討方針 

（１） 計画の構成の再編 

（２） 関連法令をはじめとした国の動向や熊本地震等の教訓の反映 

１） 震災関連 

２） 風水害関連 

３） 地震・風水害共通 

３ 修正内容の方向性 

（１） 災害対策本部機能の強化 

（２） 受援体制の強化 

 

４ その他の主な修正事項 

 

５ スケジュール 

 

 

 

 

  



1 

１ 修正の目的 

平成 27年度の修正以降、熊本地震（平成 28年 4月）の教訓を踏まえた対策の充実が

求められているほか、関東・東北豪雨（平成 27年 9月）などを背景として水防法の改正

（平成 29年 5月 19日に公布）が行われている。国では、近年の地震や豪雨を踏まえて、

防災関連のガイドライン等の策定・改定を実施している。 

このような情勢を踏まえ、より実践的に「使える」計画とするための構成の再編を行

うとともに、関連法令をはじめとした国の動向との整合性の確保や災害に関する最新の

知見を反映するための修正を行う。 

 

 

 

 

 

 ■地域防災計画の位置づけ等と今年度修正の目的 

災害対策基本法 

足立区地域防災計画 

（現行計画は平成 27 年度に修正） 

区の地域におけ
る災害対策に関
する、総合的か
つ基本的な計画 

毎年検討を加
え、必要がある
と認めるときは
修正 

【国の動向】 

関東・東北豪雨（平成 27年 9月）

や熊本地震（平成 28年 4月）な

ど、近年の地震・風水害を踏ま

えて、防災関連のガイドライン

等の策定・改定を実施 

【平成 29年度修正の目的】 

・より実践的に「使える」計画とするための構成の再編 

・関連法令をはじめとした国の動向との整合性の確保及び

災害に関する最新の知見の反映 



2 

２ 修正の検討方針 

（１） 計画の構成の再編 

現行計画は、防災に関する施策分野を基本とした構成（章立て）となっている。

施策分野ごとの各章では、発災前の予防対策、発災直後の応急対策、発災から一定

期間経過後の復旧対策など、時系列の視点で取り組むべき事項が記載されている。 

現行計画は、施策分野ごとに一連の流れが整理されている点で、施策分野の担当

者にとってはわかりやすい面がある一方、例えば、応急対策に必要な取組が、施策

分野（各章）ごとに分散して記載されているため、応急対策に必要な取組の全体像

が把握しづらくなっている。 

このため、計画の構成を予防、応急、復旧など「段階」を視点として再編し、各

段階において、必要な取組を施策分野ごとに記載する。 

■計画の構成の再編イメージ 

 

  

予防対策 

災害に強い防災まちづく

りの実現 

 〇〇〇〇〇〇〇〇 

安全な交通ネットワーク 

 ●●●●●●●● 

  

改定 

応急対策 

災害に強い防災まちづく

りの実現 

 □□□□□□□□ 

安全な交通ネットワーク 

 ■■■■■■■■ 

  

復旧対策 

災害に強い防災まちづく

りの実現 

 △△△△△△△△ 

安全な交通ネットワーク 

 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 

  

施策分野：災害に強い防

災まちづくりの実現 

予防対策 

 〇〇〇〇〇〇〇〇 

応急対策 

 □□□□□□□□ 

復旧対策 

 △△△△△△△△ 

 

施策分野：安全な交通ネ

ットワーク 

予防対策 

 ●●●●●●●●  

応急対策 

 ■■■■■■■■ 

復旧対策 

 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 

 

現行 

「施策分野」を基本

とした構成 

 

「段階（予防・応急・

復旧）」を基本とした

構成へ 
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（２） 関連法令をはじめとした国の動向や熊本地震等の教訓の反映 

現行計画の平成 27 年度修正以降における災害関連法令や国のガイドラインの策

定動向を把握するとともに、現行計画の内容と照らし合わせ、必要な箇所を修正す

る。 

 

１） 震災関連 

市区町村の地域防災計画に関連する震災関連での国の動向としては、東日本大

震災の教訓を踏まえた「避難所運営ガイドライン」策定、熊本地震の教訓を踏ま

えた「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」策定がある。 

   動向 地域防災計画に関連する事項 

（現行計画と照合する事項） 

H23.3 

 

 

H25.6 

 

 

 

 

H25.8 

 

 

H28.4 

 

 

 

 

H28.4 

 

 

H28.12 

 

 

 

H29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災 

内閣府「避難所における良好な生活環

境の確保に向けた取組指針」策定 

災害対策基本法等改正（公布） 

・避難所の生活環境の整備等、避

難所以外の場所に滞在する被

災者についての配慮について

規定 

 

内閣府「避難所運営ガイドライン」策定 

・各段階（準備、初動、応急、復

旧）において、実施すべき対応

業務を提示 

熊本地震 

中央防災会議熊本 WG「熊本地震を

踏まえた応急対策・生活支援策の

在り方について」報告 

内閣府「地方公共団体のための災害時

受援体制に関するガイドライン」策定 

・広域災害での「受援を想定した

体制整備」について提示 

◆避難所運営ガイドライン 

・準備段階の対策項目は、地域防災

計画に盛り込まれていることが

望ましいことから、現行計画で対

応しているかどうかを確認する。 

 

・未対応項目について、足立区の実

情を踏まえ、地域防災計画に反映

を検討する（地域の自主運営力を

高める視点で検討）。 

・同ガイドライン策定以降に発生し

た熊本地震の教訓（車中泊・テン

ト村（ペット同伴の問題とも関

連）、避難所の生活環境等）につい

ても合わせて検討する。 

◆地方公共団体のための災害時受

援体制に関するガイドライン 

・受援体制のあり方：受援の専任担

当設置及び役割の明確化、ボラン

ティア・医療・保健・福祉関連団

体との連携、受援対象業務の具体

化、平時からの取組等を記載 

 

・未対応項目について、足立区の実

情を踏まえ、地域防災計画に反映

すべきかどうかを検討する。 
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２） 風水害関連 

市区町村の地域防災計画に関連する風水害関連での国の動向としては、関東・

東北豪雨（H27）や台風 10号（H28）など近年の風水害の教訓を踏まえた「避難勧

告等に関するガイドライン」改定、「市町村のための水害対応の手引き」改定が

ある。 

 

 動向 地域防災計画への反映事項 

H27.9 

 

 

H28.6 

 

 

 

H28.8 

 

 

H29.1 

 

 

 

 

 

 

 

H29.5 

 

 

 

H29.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関東・東北豪雨 

内閣府「避難勧告等に関

するガイドライン」改定 

・避難に関する情報提

供の改善方策の提示 

内閣府「市町村のための水害対応

の手引き」改定 

・市町村が実施すべき主な対策を

明確化したほか、「避難対策」の

内容を充実 

台風 10号 

水防法改正（公布） 

・市町村長による水害

リスク情報の周知等

を規定 

◆避難勧告等に関するガイドライン 

・避難情報の名称変更（台風 10 号で

避難準備情報の意味が高齢者施設

に伝わっていないことの反省） 

 

・計画に反映 

 

・情報提供のあり方、要配慮者の避

難の実効性を高める方法、躊躇な

く避難勧告等を発令するための市

町村の体制構築について内容充実 

 

・自主避難の誘導・実効方策（多様な

情報提供手段の活用や平時からの

訓練等）など、避難誘導計画を中心

に内容の充実を検討する。 

 ※具体的な対策事例として、「市町

村のための水害対応の手引き」

も参考にしながら検討 

 

・足立区固有の課題（低地部で高台

がない）への対応として広域避難

や垂直避難も含めて内容の充実を

検討する。 

内閣府「市町村のための水害対応

の手引き」策定 

・市町村がとるべき災害対応のポ

イント等を提示 
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３） 地震・風水害共通 

市区町村の地域防災計画に関連する地震・風水害共通の国の動向としては、熊

本地震（H28）や台風 10号（H28）などの教訓を踏まえた「市町村の災害対策本部

機能に向けて」の作成がある。 

 

 動向 地域防災計画への反映事項 

H28.4 

 

 
H28.8 

 

 

H29.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熊本地震 

消防庁「市町村の災害対策本部

機能の強化に向けて」作成 

・災害対策本部の設置・運営に関

する重要事項を提示 

台風 10号 

◆市町村の災害対策本部機能の強化

に向けて 

・災害対策本部の設置・運営に関す

る重要事項は、地域防災計画に盛

り込まれていることが望ましいこ

とから、現行計画で対応している

かどうかを確認する。 

 

・未対応項目について、足立区の実

情を踏まえ、地域防災計画に反映

を検討する。 
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３．修正内容の方向性 

（１）災害対策本部機能の強化 

 

 

 

 

  

情報伝達 

東日本大震災・熊本地震など近年の災害経験の教訓 

 

 

 

情報提供の内容・役割分担

や広報内容に応じた情報

媒体について記載 

現 状 

伝達の緊急度が高い情報と、そうで

ない情報を仕分ける仕組み（体制）

について検討 

情報通信

手段 

本部の 

設置基準 

風水害：河川の水位が避

難判断水位に達した時 

地 震：大規模な災害が

発生時等定性的な記載 

情報システム及び防災機

関相互の情報・通信連絡体

制の整備について対策内

容、役割分担を記載 

 

 

 

修 正 

東日本大震災では、非常用通信手段

に対する知見・経験不足から有効に

機能しなかった事例が報告されて

おり、衛星携帯電話等の研修・訓練

等の現状を検証 

地震時：具体的な基準を検討 

（例） 

・震度５弱以上の地震 

・大規模地震対策特別措置法第９条
による「警戒宣言」が発令 など 

本部に必

要なスペ

ース・機

能 

区役所中央館 8 階災害対

策本部室に設置すること

のみ記載 

以下の視点で検証し、必要に応じ対
策の方向性を検討 
・他の機関からの連絡員を受け入れ
るスペースの確保可能性 など 

本部活動 本部体制の考え方と業務

分掌を記載 

災害事象毎に「誰が何をすべきか」

を具体的に検討 

・例えば、チェックリスト方式など 

「市町村の災害対策本部機能の強化に向けて」（消防庁国民保護・防災部防災課 平成

29年 7月）等を参考に、機能強化のあり方を検討 
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（２）受援体制の強化 

 

 

 

 

 

協
定
自
治
体 

そ
の
他
自
治
体 

そ
の
他
の
関
係
機
関 

指
定
公
共
機
関 

指
定
地
方
行
政
機
関 

消
防 

警
察 

自
衛
隊 

九
都
県
市 

全
国
知
事
会 

海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

専
門
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

東
京D

M
A

T
 

足立医師会 

災害医療コー

ディネーター 社協ボラセン 

一般ボランテ

ィア 

防災区民組織等 
足立建設業 

協会 

その他民間 

協定機関 

医療救護 

協定団体 

足立区災害対策本部 

東京都災害対策本部 

都関係機関 

情報収集指令室 

が
れ
き
部 

 

避
難
行
動
要
支
援
者 

対
策
担
当 医

療
部 

復
旧
復
興
対
応
担
当 

救
出
部 

応
急
危
険
度
判
定
部 

 

総
務
部 

区
民
部 

地
域
の
ち
か
ら
推
進
部 

政
策
経
営
部 

 

都
市
建
設
部 

環
境
部 

衛
生
部 

各
部 

福
祉
部 

職
員
・
物
資
担
当 

現行の受援体制の全体像 

①受援に関すると
りまとめ業務を行
う担当が不明確 

受援の専任担当を
検討 

地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）平

成 29年 3月）などを参考に受援体制のあり方を検討 

②個別担当に調整
機能や資源管理の
役割が不明確 

受援専任と個別担
当の役割を明確化 

③受援対策本部と
ボラセン、一般ボ
ランティアとの連
携内容が不明確 

相互に情報共有す
るための仕組みを

検討 

④限られた応援資
源を効率的に投入
するための手法が

不明確 

応援受援の資源を
可視化し、受援ニ
ーズに効率的に応
えるための管理手

法を検討 

⑤応援・受援の対
象となる業務が 

不明確 

受援の対象業務を
事前に整理・検討 
（どの業務が受援
を必要とするのか

事前検討） 

受援の専任の役割
（総合調整等）を

検討 
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４ その他の主な修正事項 

（１）地区防災計画の策定 

ア 対象地区  

（ア）千住（常東地区、千住南部）：柳原東町会、柳原西町会、千住中居町会 

（イ）梅田（第七地区）：本木一丁目南町会、中曽根町会 

（ウ）中川（第１８地区）：長門北部自治会、長門南部町会、長門西町会 

大谷田東自治会 

イ 地区防災計画策定のスケジュール 

９月から 11 月頃 ワークショップ、防災まち歩きなど 

12 月頃     ワークショップ（事前対策リストや素案の検討） 

平成３０年 

１月頃      住民説明会の開催（地区防災計画（素案）の提示） 

３月上旬     第 2 回防災会議（予定） 

 

（２）食物アレルギー対応の食品備蓄 

アレルギー対応食料品の備蓄と受け渡しについてマニュアル化することを掲載 

 

（３）被災者からの問い合わせや相談への対応の充実化 

被災者の相談対応（よくある質問をＨＰに掲載、臨時相談窓口の開設にかかる計

画、第一東京弁護士会の手引き、Ｑ＆Ａを参考に資料事前準備、避難所などへの

備え） 

 

（４）避難所外避難者の支援 

車中泊やテント生活などの避難所以外の避難者の支援について検討、掲載 

 

（５）荒川下流洪水タイムライン（事前防災行動計画）【拡大試行版】の反映 

平成２９年５月９日策定版を掲載 

 

（６）中川・綾瀬川等中小河川の水害対策 

各河川のタイムライン、避難勧告等発令基準等の掲載 

 

（７）要配慮者利用施設一覧の掲載 

水防法第１５条（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防

止のための措置）に基づく施設の指定。 

 

（８）職員の心のケア 

職員の災害対応業務を通じて生じるストレスに対するメンタルサポートについて、

自衛隊、警察、消防の知見を参考に検討、掲載 

 

（９）前回修正以降の協定締結を追記  
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５ スケジュール 

 

 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

地域防災

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

パブリッ

クコメン

ト 

         

防災会議   ９月５日 

修正方

針等 

     ② 

修正案 

承認 

（参考）

業務継続

計画 

 

 

           

 

 

 

修正事項

確認、洗

い出し 
修正 

作業 

関係機関

等からの

意見収集 

（照会） 

関係機関等

との調整 

素案 

完成 

区民意見反映 

都との調整 
案完成 

修正事項

確認、洗

い出し 

◆ ◆ 

◆ 

案完成 
修正作業 地域防災計画との整

合性を確保 

（必要に応じ修正） 


